
令和８年５月29日までの実施地域

大阪府における外国人滞在施設経営事業
（旅館業法の特例）実施地域

別図１ 大阪府における外国人滞在施設経営事業
（旅館業法の特例）実施地域

別図２

令和８年５月30日以降の実施地域

（注）事業終了の際、現に
特定認定を受けている者の認
定事業（以下「既存事業者
の認定事業」という。）に関す
る国家戦略特別区域法第
13条その他関係法令の適用
については、施設の居室の追
加又は床面積の増加に関す
る変更の認定を除き、なお従
前の例による。事業終了の日
以前の特定認定の申請で
あって、事業終了の際、特定
認定に関する処分がされてい
ないものについての当該処分
については、なお従前の例によ
ることとし、当該処分による認
定事業については、既存事業
者の認定事業と同様とする。
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＜凡例＞

市街化区域のうち工業専用地域
を除く全地域で実施

市街化区域のうちホテル・旅館
の建築が可能な地域（第１種住
居地域にあっては、床面積積
3,000㎡以下）において実施

市街化区域のうちホテル・旅館
の建築が可能な地域（第一種住
居地域を除く（注））において
実施

令和８年５月３０日より
実施しない地域（注）

従来より実施しない地域

対象外地域（保健所設置市）

※諸法令及び都市計画による制限を受ける
場合がある。

※次回の国家戦略特別区域会議（開催日時未定）で協議し、内閣総理大臣の
認定を受けたときは次のとおり、区域計画が変更されることとなります。


